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平成２７年度５月補正予算（専決日：平成２７年５月２８日）の専決処分の承認

○平成２７年度一般会計補正予算（承認第６号）

１．各会計総括表
（単位：千円）

全会計の合計 5,011,800 7,274 5,019,074 -

特
別
会
計

621,800 0 621,800 -特別会計の合計

155,400 0 155,400

171,600 0

239,300 0

公 共 下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

4,390,000 7,274 4,397,274一 般 会 計

171,600

4,900 0 4,900

239,300

50,600 0 50,600

上記について、緊急的に対応する必要があり、議会を召集する暇がなかったことから、地方自治法
第１７９条第１項に基づき長の専決処分とし、同条第３項に基づき議会に承認を受けるべく報告する
ものです。

　歳出予算においては、①当初見込み以上に町民法人税の還付が生じ、還付が遅れるほど加
算金が生じること、②平成25年度の未熟児療養医療国庫負担金の額の確定により補助金返還
金が生じ、返還が遅れると追徴金が発生すること、③ニセコ泉源の送湯ポンプ２基中１基が故
障し、残る１基についても劣化が激しい状況にあり、温泉供給に支障が生じる恐れがあることか
ら早急な更新業務の発注が必要となったこと、の3件について必要な予算の補正を行いました。
また歳入予算については、歳入歳出均衡により、前年度繰越金について歳出同額の補正を行
いました。

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

簡 易 水 道 事 業

1

会　計　区　分
予　算

現計予算額 補正額 補正後予算額 補正回数

-　1　-



２－１．一般会計歳入内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正額 補正後予算額 備　　考

01 町 税 611,836 0 611,836

02 地 方 譲 与 税 47,001 0 47,001

03 利 子 割 交 付 金 800 0 800

04 配 当 割 交 付 金 700 0 700

05 株式等譲渡所得割交付金 300 0 300

06 地 方 消 費 税 交 付 金 52,000 0 52,000

07 ゴルフ場利用税交付金 3,000 0 3,000

08 自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,000 0 5,000

09 地 方 特 例 交 付 金 1,000 0 1,000

10 地 方 交 付 税 1,890,000 0 1,890,000

11 交通安全対策特別交付金 700 0 700

12 分 担 金 及 び 負 担 金 32,854 0 32,854

13 使 用 料 及 び 手 数 料 147,111 0 147,111

14 国 庫 支 出 金 377,939 0 377,939

15 道 支 出 金 194,449 0 194,449

16 財 産 収 入 35,702 0 35,702

17 寄 附 金 3 0 3

18 繰 入 金 330,028 0 330,028

19 繰 越 金 30,000 7,274 37,274 前年度繰越金7,274（歳入歳出均衡）

20 諸 収 入 156,677 0 156,677

21 町 債 472,900 0 472,900

4,390,000 7,274 4,397,274

区　　分

計

-　２　-



２－２．一般会計歳出内訳
（単位：千円）

現計予算額 補正後予算額

01 議 会 費 52,996 52,996

02 総 務 費 1,088,383 1,088,470

03 民 生 費 635,006 635,154

04 衛 生 費 329,380 329,380

05 労 働 費 2,038 2,038

06 農 林 水 産 業 費 160,838 160,838

07 商 工 費 94,484 101,523

08 土 木 費 677,321 677,321

09 消 防 費 160,619 160,619

10 教 育 費 458,857 458,857

11 災 害 復 旧 費 512 512

12 公 債 費 726,566 726,566

13 予 備 費 3,000 3,000

4,390,000 4,397,274

２－３．一般会計補正予算の枠組み
（単位：千円）

　・前年度繰越金 7,039

・歳入歳出均衡による

235

　　　・法人町民税還付金及び補助金返還金の確定

計 7,274

歳入 歳出

区　　分

計

補正額

0

87

148

0

0

0

7,039

7,274 　・公共事業

　　　・ニセコ泉源改修工事

7,274 計

　・税還付金及び
　　国庫負担金返還金

0

0

0

0

0

0

7,274

備　　考

法人町民税還付金87

国庫負担金返還金148

ニセコ泉源改修工事7,039

-　３　-


